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な
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れ
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、
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じ
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令
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も
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取
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収
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［
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台
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と
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わ
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わ
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、
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古
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あ
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が
、
：
r

め
ま
い

F

に
も
位
向
的
に
す
き
る

F

少
な
く
と
も
、
汽
慌
の
山
容
に
ボ

正
確
必
点
、
山
川
町
一
る
場
ん
μ
に
は
、
ご
れ
乞

L
L
人
上
で
符
弁
す
る
の
が
Ai求
心
姿
で
お
ろ

h
h
l
o

派遣先に Jz，派泣）jf司o;))"' 直接舟l寸

ま
ず
、
臨
時
的
・

時
的
と
労
一
一
力
（
U

布
給
調
整
制
肢
と
し
と
の
、
万
働
者
山
造
、
ω
勺
ト
区
づ
け
は
、

九
八
六
f

に
「
派
遣
労
働
ど
一
一

パ
川
ん
』
の
伏
流
了
ノ
ー
よ
り

じ
ヘ
業
務
円
以
引
の
凶
作
化
業
務
に
「
派
遣
労
働
主
導
人
し
二
と
き
」
H

始
ま

入
し
た
1
／
き
で
は
同
た
く

ザ
ハ
》
二
！
J

｝、

こ
れ
J
b
午
、
逆
に
い
え
一
円

決
改
ー
リ
以

f

店
か
、
り
派
泣
け
つ
認
め
ら
れ
て
い
た
出
l
d
m
E
t
機
器
操
作
を
は
じ
め
と
寸
る
ハ
砦
八
一
務
に
つ
い

c 
l主

4
のじ
V
与
す
づ
け
が
り
一

4

て
は
ま
ア
d
いい

ζ

今
、
明
慌
に
し
な
け

、d

ヘ
原
則

に
制
限
さ
、
れ
る
p

け
川
早
川
業
務
に
つ
い
て
も
、
制
限
期
却
を
超
え
ん
｝
と
い
う
z人

ま
三
、
派
直
主
人
れ
期
司
が
門
以
長
一
一
年

け
で
は

J

派
遣
川
に
怠
百
一
灰
田
の
中
込
み
義
務
は
生
1

）
な
い
コ
こ
の
守
｝
／
一
生
同
一
慌
に
明
暗
に
ず
る
必
裟
が
あ
る
ロ

月
川
川
の
衆
議
応
、
y
M
H＃
委
い
は
ム
刊
に
お
い
て
、

丹
沢

ノ正

［盃
Ill 
む！

こ
の
庁
に
つ
い
こ
は
以
～
に
九
る
よ
う
に
、

。
心
九
咋

Jh
の
中
、
ハ
ヲ
エ
手
持
、
〈
引
か
わ
る
史
件
に
持
」
つ
る
か
さ
り
｜
｜
正
確
な
答
弁
を
じ
い
っ
て
い
る
小
、
質
問
を
行
っ
た
十
む
い
委
口
氏
I

九
は
平
一
の

iWc 
• j旦

(f¥l人民半、＂＂ ( j 3; 3 CZiiiJP.にj



r日

意
味
け
r
i分
に
出
併
で
き
な
か
っ
た
り
し
い
わ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、

「
ヲ
）
ん
ぶ

町一司山市予いいよ

こ
の
ご

i
f議
事
内
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杯
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時
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お
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て
れ
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1

〆
て
い
る
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／
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一
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、
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古
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り
す
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も
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と
し
て
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付
入
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の
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限
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れ
て
い
る
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で
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ロ
わ
h

山
道
期
間
は
除
問
一
行
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法
大
一
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ま
で
と
い
う
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限
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か
の
句
、

期
間
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限
を
超
え
て
い
門
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を
さ
せ

7
2
と
は
違
法
れ
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な
る
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ノ
？
を
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に
で
労
働
者
を
使
、

い
う
結
合
に
は
、

派
山
店
先
〈
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長
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い
VJ閥
主
に
世
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雇
用
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中
し
出
土
し
泣
け
れ
ば
h
む
ら
な

い
J

と
い

H

つ
こ
と
で
す
が
、
こ
の

点
、
間
選
い
な
い
で
す
ね
υ

〈
｛
舛
添
国
務
大
臣

労
働
壱
派
湾
出
川
お
き
ま
し
て
、
こ
の
臨
時
7
町、
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時
的
な
労
働
刀
り

［
市
給
制
約
l

制
改
L
Y
L

て
派
泣
制
皮

引か］
μ
い
早
立
づ
け
つ
れ
て
い
る
、

ま
ず
こ
れ
は
ふ
れ
一
通
り
で
す
）
そ
れ
か
ら
、
派
遣
ザ
目
前
期
間
1
4
川
刷
版
す
る
、
今
、
制
限
期
間
は
妥
一
日

？っお
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っ
た
こ
お
り
で
す
が
、
」
れ
は
派
遣
労
偽
古
常
い
開
催
川
の
代
梓
に
、
ζ
少
い
こ
と
の
一
担
保
の
止
め
で
あ
れ
〆
ま
「
）
そ
注
げ
て
、

派
遣
川
法
規
制
よ
い
も
超
え
た

J

一川
un
分
働
者
を
使
用
し
も
で
つ
こ
す
る
ぬ
台
は
、

ι
の臣官位い

｛
止
の
芸
作
こ
ツ
つ
の
は

労
伊
山
ノ
色
が
あ
り
か
じ
め
派
遣
主
主
子
か
っ
一
点
近
停
の
法
却
を
支
け
て
い
る
い
）
、

ご
う
い
う
条
件
が
あ
れ
ば
、

J
A

山
道
先
に
一
扇
町
さ
れ

る
こ
〆
｝
を
お
認
す
る
者
に
刻
し
、
雇
用
い
山
人
約
を
山
中
！
以
上
込
ま
立
円
れ
ば
な
ら
は
、
二
、
こ
う
い
下
？
ヤ
つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
士
山
位
委
員
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叫
［
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ヤ
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、
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仁
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点
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鍛
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開
円
一
同
期
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間
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は
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川
う
こ
こ
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心
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、
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た
巨
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I
山
付
長
H

日
↓
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は
ふ
全
的
に
帝
認
、
）
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
ュ
の
ぬ
に
は

F
く

ど
確
訟
L
2
1沼
口
、
f

品
川
町
労
働
こ
い
う
の
は
、
長
長
に
も
二
よ
け
ー
ま
で
で
、

二
介
、
引
超
え
る
地
主
口
に
は
、
派
遣
先
企
業
は
古
援
一
層
h
－
を
出

、J

凸
な
け
れ
ば
な
っ
以
い
わ
汁
で
す
よ
と
の
発
コ
が
続
〈
υ

1

に
の
す
y

件
が
必
止
で
↓
の
答
弁
は
、
安
打
バ
長
の
－
N
H
を
云
域
り
し
て

ρ
ザ

Q

と
い
』
つ
は
か
な
い
の
で
ふ
ア
令
。

戸
川
会
民
↓
自
の
場
で

て
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は
大
人
け
な
い
ζ
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い
う
も
の
の

法
人
μ
の
内
一
存
中
一
彼
視
し
た
政
府
同

質
問
者
の
訟
制
川
ピ
リ
法

や
は
わ
ヲ
て
の
都
度
以
h
吉
正
す
必
泌
が
あ
る
c

L

ご
つ
し
；
誤
解
J
L
基
っ
く
加
川
用
の
ー
ラ
ワ
ル
デ
）
遊
日
る
こ
め
に
も
、
去
の

必
史
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
に
て
は
、
現
行
派
込
法
は
、
派
遣
九
に
よ
る
派
涜
山
刀
問
者
の
荷
接
照
用
に
つ
い
て
共
ル
仲
町
に
ど
の
よ
う
な

つ
い
と
は
、

｛
止
め
を
置
い
て
い
る
の
か
っ
刊
以
h
t
一
ー
、
は
、
そ
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拍
山
一
v
一
引
に
お
よ
を
進
め
る
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と
に
し
た
い
コ

現
行
以
泣
法
に
み
る
一
甲
府
削
契
約
の
中
間
、
山
一
み
表
訪
問
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業
務
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な
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件
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「
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U
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機
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諮
問
探
れ
や
財
務
処
川
ど
は
日
ν
め
と

F
Y
Q

ーノ、

ri、3
4
山、

v

l
、守

J
L
Y

派
出
先
に
よ
る
派
遣
受
入
れ
期
間
H

制
限

一
般
手
務
や
製
造
業
務
！
な
2

六
w
m
h
J狩
以
外
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
派
遺
受
入
れ
期
間
J

乞
ぷ
則

み
」
設
は
り
て
い
な
い

他
方
、

丸
三
一
年
に
制
以
し
て
い
る

（
凶
け
久
子
の
一
町
内
ー
一
明
、
を
ふ
ザ
出
口
仁

こ
の
で
勺
に
、

六
業
務
と
そ
れ
以
外
の
業
務
と
に
は
派
庄
三
入
、
れ
問
月
間
の
制
限
に
遣
い
は
あ
る
ー
も
の
の
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
台
仁

お
い
て
去
、
派
遣
法
は
「
止
の
す
Y

件
を
満
た
す
こ
こ
を
条
糾
れ
と
し
て
、
派
遣
労
協
明
者
に
対
L
て
原
市
村
人
約
の
問
込
み
を
行
う
義
務

を
派
遣
先
に
認
す
も
の
と
は
っ
ζ

い
る

U

川
川
法
沼
心
宏
一
川
一
一
に
給
ま
る
一
派
民
労
鮒
者
の
一
房
一
則
ー
に
対
す
る
規
定
と

L

川凶

C
長
の
同
お
ふ
び
目
。
条
の
ム
計
り
制
服

ヰ

(f¥l人民半、＂＂ '1 c; s czni1P.にj
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r日

第
四
ひ
条
の
閉
山

派
遣
先
は
、
品
川
一
一
斗
条
の
二
信
二
刷
、
の
ぬ
乏
に
よ

q
通
知
人
公
受
け
た
凶
ム
ロ
に
お
い

E
、
当
談
、
労
凶
阿
菖
派
遣
の
役
務
の

提
供
を
乏
け
4

ん
な
ら
ば
仕
事
凶

C
条
の
二
信
墳
の
規
定
に
伝
触
「
る

γ二
〈
な
る
震
初
出
一
日
以
降
椴
続
ー
ぶ
l
L

第一一

h
条
の

－

Y

1

 

U
舟

%

l
う

J、
円問

の
川
胤
｛
ん
に
よ
る
通
却
を
受
け
た
♂
派
遣
労
使
者
を
使
用
し
よ
う
と
」
i
q
ノ
↓
き
は
、
当
、
一
目
必
触
す
る
こ
と
乙
な
る
最
初
の

E
の
、
日
ま
で

に、

ψ
！
「
均
一
ポ
ル
遣
労
働
者
で
為
つ
に
吋
該
一
昨
小
遣
先
に
原
用
さ
れ
る
こ
と
を
品
川
ー
す
る
も
の
に
対
し
、

夜
明
相
一
〉
約
の
巾
込
4
z
V｝

T
L

、
弘
行
れ

リ
弘
一
ぼ
ら
な
い

U

第
四

O
条
の
五

派
遣
先
は
、
当
「
守
派
遣
ぺ
ん
の
雫
業
所
ど
の
惚
派
遣
就
業
の
場

yiご
と

ι同
一
ヘ
山
一
業
務
一
第
川
一
円

l

」
条
の

川
抗
出
一
一
汁
l
寸

rL
掲
げ
る
業
務
に
限
る
c

に
つ
い
ご
、
派
遣
一
元
宇
来
主
か
ら
一
」
f
y
f与
え
る
殿
前
紘
続
し
て

M

の
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
偽
者

派
遣
の
役
務
心
抗
供
を
受
け
て
い
Q
F勿
今
に
沿
い
こ
、

ψ
」
J

玖
同
一
心
業
務
に
労
働
苔
を
従
事
X
L
t
h
t
f
め
、
当
該
二

4
ー
が
将
過
し
た

日
以
後
山
J

働
者
主
百
年
い
入
れ
よ
う
J
す
Q
と
き
は
、

の
派
浸
v
h
H
働
者
に
ι引
し
、

凶
担
川
川
公
約
心
中
止
み
を
し
往
け
れ
ば
な
b

巾
ブ
パ
同
一

、九、
v

f
し

た
だ
し
、
」
れ
ら
の
規
定
を
み

C
も
わ
か
る
よ
う
に
、

一
い
い
に
雇
用
烈
約
心
中
込
み
義
務
と
は
い
っ
て
も
、
〉
」
の
市
民
什
は
そ
れ
ぞ
れ

に
旦
パ
仕
る
い

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
川
口
一
条
の
凶
の
規
｛
疋
川

v
d
M主
会
げ
る
二
？
っ
荒
扮
以
外
の
常
務
（
同
条
の
引
い
附
す
る
鈴
川
一
日
条
の

第
一
同
J

の
均
月
心
L

派
遣
乏
人
れ
印
川
閣
に
制
限
を
受
け
る
w

宗
務
）

こコ
J
f
L
Y
正、

f
y
J
i
i
u
v

！

t
 

忠
弘
遣
労
働
釘
が
派
遣
rt
に
一
一
躍
り
手
れ
る

宇
一
－
〕
、

よ
】

V

こ
こ
λ
ゼ
Y
A叩

4
Jい
て
い
る
、
」
ζ

に
し
ぶ
ス
、

対
し
て
ほ
泣
停
止
の
域
拡
｛
同
条
に
い
う

1

第
一
育
条
の
ふ
が
J

附

叫
慌
の
規
り
に

こ
点
る
埼
！

J
t
バ
J

、
止
法
ヨ

：：
J

J

；
ー
一
、
、

1
7
1
1

＼

J
M
い
い
わ
」
ユ
じ
パ
凡

な
i

川
ノ
ノ
J
ん

労
時
間
者
以
迭
の
役
務
の
提
供
九
i
Lス
け
乙
な
ら
げ
M
M
山
河
ハ
い
え
れ
の
第
一

羽
の
川
グ
止
に
芯

いほ

γ
る日一？ご〆｝
Ad
る
長
山
山
り
け
ど

バ
則
か
、

J

そ
り
前
日
ま
で
の
間
に
泳
連
正
平
業
下
h
f
r
V
7）

の
あ
る
こ
と
引
、
一
事
一
川
契
約
申

Cコ

'cli(人法子1"p,,;G16 ［＇山日日、



込
人

f

式
務
の
先
生
誕
件
！
と

ま
三
、

問
。
久
人
心

tu
の
規
定
の
適
阿
川
を
受
け
る
二
六
業
務
｛
刊
一
条
に
い
う
「
第
阿
心
条
の

件
弘
前
J
h

作
口
勺
に
婦
げ
る
業
務
」
に
は
二

六
業
務
が
、
そ
の
民
型
阿
川
「
〆
て
ん
同
ま
れ
る

J

に
つ
い
て
は
、

の
業
務
に
一
ワ
キ
超
え
て
同
じ
派
法
九
%
慨
肴
vT快
尽

相， L
iJ、γ

l ＜、
合

J白~ t見
Ill 台
!;i 
約、、
c） χ〉

:i1 i; 
込 Q

義千［

務必
’－ -.， λ 

？去の
会I_ iif 
←」昨
ラ 足三
る6、

l , 
bう

つ

に

古、

D
w市
政
に
労
働
者
を
新
ん
ー
に
い
担
い
入
れ
で
っ
と
す
る
こ
き
ピ

し
ん
一
が
J

＼

一
ハ
ハ
業
務
以
外
の
一
U
由
化
業
務
（
ウ
ペ
〉
』
今

A

一月

」へ
2
J

戸

L

L
i
v

、ー：

け
に
派
遣
が
可
能
に
な
円
た
製
送
業
務
を
含
む
）

は
、
最
長

ヰ
の
制
限
期
肢
を
怒
え
て
派
遣
先
か
派
遣
を
受
け
入
れ
て

w

る
υで
け
で
も
丸
山
っ
て
も
、

1

f

札
童
文
J
L
L
η
E

J
、
J
e
j
（

j

派
遣
一
元
か
ら

知
一
が
派
注
l
h
に
ん
し
て

い
か
ぎ
り
、
軍
用
契
約
の
中
込
弘
義
務
は
九
九
生
ル
い
す
、

一
！
ハ
業
務
に
つ
い
て
も
、
山
山
古
ぺ
し
ゃ
か
労
働

V
告
を
ム
訂
版
採
用
叫
す
る
と
い
っ
た
い
｝
と
の
な
い
か
ぎ
り

た
と
え
派
浸
主
人
れ
期
限
が
既
に
一
’
h

を
超
え
て
い
て
も

派
遣
先
に
泌
市
加
、

約
の
中
込
入
義
務
い
か
ゴ
じ
る
こ
と
は
な
い
υ

派遣先に Jz，派泣）jf司o;))"' 直接舟l寸

な
一
向
、
「
派
遣
い
作

H
の
品
知
が
ん
仏
手
れ
ず
に
、
派
退
手
人
明
間
の
制
収
に
抵
触
す
る
は
以
内
院
も
労
働
者
派
遣
が
行
わ
れ
て
い
る
場
介

に
は
、
派
遣
正
事
業
王
は
渋
川
市
二
計
一
条
の
↓
第
一
日
以
注

K
H
該

当

L

一
略
守
派
遣
先
は
、
仏
九
世
凶
ひ
も
求
心
二
弟
一
頃
浅
反
に
該
当
し
て

い
る
も
の
で
あ
わ

J

ニ
鴨
川
）
、
ー
円
払
に
労
働
さ
派
遣
が
」
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

c

こ
の
一
三
ノ
に
昂
達
（
労
偽
者
派
遣
豆
一
党
関
係
長

桜山川一一般川正領）

J
u
u
述
べ
て
い
る
こ
と

へ

2 

申
込
み
義
務
の
法
的
性
格
と
そ
の
履
行
確
保
T
段

ノ
化
に
九
J
J

［
校
用
山
長
引
の
巾
一
込
九
義
務
は
、
そ
の
湾
行
採
似
体
刀
い
ず
れ
も
伴
生
労
鮒
r
八
百
の
お
μ
7
0
川
町
山
一
言
、
対
古
等
市
浮
い
也
ー
に
竹
げ
だ
ね

A

－
つ
れ
一
に
い
る
n

そ
の
怠
味
で
、
次
り
よ
う
に
定
昨
司
令
一
派
泣
寸
い
の
則
M
I
U
、
こ
れ
折
原
用
契
約
の
巾
込
λ
義
務
心
掛

u

定
と
体
の
も
の
と

(f¥l人民半、＂＂ ( j 7; 7 CZiiiJP －にj



r日

〆
て
ム
ノ
る
必
必
が
あ
る
ο

指
導
、
助
言
汲
び
勧
告

J、
円問

第
四
八
条

同
午
宇
労
故
大
出
は

の

mJイ
し
に
悶
1

〆
必
要
が
あ
る
）
認
め
る
こ
台
は
、
日
吋
間
者
派
遣
を
す
る
事
業
＋

日告

及
び
分
働
者
一
以
恋
心
校
教
の
抜
位
い
を
交
付
る
者
に
刈
し
、
労
働
者
派
造
宇
業
内
迫
u
j
f
u包
f
J
J
U

又
は
い
川
一
け
な
一
流
山
地
就
業
を
確
保
す
る
ゆ
人

必
に
必
袋
店
舟
等
及
び
功
一
斗
な
す
る
ャ
戸
、
が
で
き
γ
Q
O

つ

時
（
レ
わ
一
ゆ
る
寄
ら
派
没
ル
坊
ず
る
勧
止
口
規
定
）

公
表
雰

第
四
九
条
の
一
一

ヤ
ヨ
労
倒
十
九
凶
足
、

e

第
四
つ
条
市
出
又
は
治
何
ワ
ネ
市
川
口
f
ハハ
U

規
定
に
迫
反
し
て
い
る
ヤ
刊
に
だ
し

第
川
刊
一
八
条
第

一川崎
C
規
ど
に
よ
る
指
均
又
は
助
門
一
一
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
な
お
e

第
山
C
久市
C
F
Jリ
へ
は
第
匹
。
条
む
ず
の
技
ど
に

違
反
し
て
い
m
り
、
又
は
違
反
す
る
い
立
れ
が
あ
る
？
と
認
め
る
と
き
は
、
勺

I

成
有
に
主
仁
、
州
出
向
。
条
心
問
若
し
〈
は
治
問
。
条

の
十
汁
の
規
定
に
よ
る
混
同
市
契
約
心
中
込
み
を
「
べ
き
こ
と
な
一
問
書
す
る
こ
と
が
で
た
コ
Q
U

つ
ム4

五行

~ 

百リ
z

げ
川
山
師
向
大
引
い
ト
は
、
，
弘
前
引
の
規
一
心
九
よ
る
川
刊
白
立
、
ζ
～
場
ム
円
に
お
い
亡
、

ら
の
紡
ρ

一
口
幸
一
受
け
た
者
が
一
、
れ
に
従
わ
k
h’
っ
た
と

さ
は
、
匂
げ
の
U

ィ
ク
一
公
表
F
る
山
一
と
が
で
き
る
し

、L
の
よ
う
に
、
円
以
違
法
の
刷
行
こ
か
か
ね
る
以
ペ
J

労
町
大
出
の
い
市
弓
・
助
↓
立
に
閑
ず
る
散
的
権
限
に
つ
い
て
定
め
た
削
八
条
項

の
川
忠
定
だ
け
を
読
む
と
、
指
量
得
・
均
一
一
3

の
範
封
に
特
設
制
限
は
hf
〈
、
川
市
川
造
法
山
一
施
ノ
れ
に
対
し
必
泌
が
あ
る
i

と
認
め
ら
れ
る
場
台

に
は
、
じ
の
よ
う
な
掛
川

、
夜
用
知
人
ト
れ
の
中
込
み
義
務
に
は
し
て
い
早
生
労
船
大
出
が
同
人
条

'cli(人法子1"p '・' 21汚 c＇山日日、
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先
が
「
弘
前
阿
心
久
人
心
凹
又
は
第
凶
〈
じ
え
折
、
幻
t
i
心
規
定
に
違
反
し
て
い
る
湯
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
、

の
市
北
定
仁
、
よ
る
指
導
・
肋
三
u
b」
〕
工
大
必
に
行
う
｝
に
炉
ゼ
ぎ
る
の
は
、
あ
く
ま
ご
当
設
義
務
の
追
反
が
認
め
つ
れ
る
場
へ
口
、

阿
九
条
の
一
治
国
の
規
ど
か

ら
も
川
町
山

J

か
y

い
え
匂
っ

つ
ま
り
派
…
泣

ら
に
そ
の
主
民
主
ー
～
は
迂
反
の
お
そ
れ
が
占
め
る
場
ん
じ
に
初
め
て
り
能
乙
な
る
の
で
あ
っ
て
、

先
に
、
九
た

、
制
吉
は
原
用
契
約
の
山
中
込
外
義
務
違
反
を
前
後
と
し
て
憎
写
e

功
ヨ
が
な
さ
れ
た
後
、
き

－
一
派
遣
停
J
M
の
通
知
」
等
の
民

ま
三
、
川
九
条
の
二
第

け
や
ふ
州
た
す
場
合
て
な
い
か
JF
り
、
出
込
み
義
務
注
反
そ
の
も
5
が
成
リ
せ
ず
、
こ
れ
が
杓
湿
ン
政
一
r
ん
や
勧
芯
の
対
象
と
仕
り
行
な
い

こ
と
は
ト
ピ
つ
ま
で
も
は
レ
＝

し
か
る
に

一
の
よ
う
L

戸
川
叫
ん
止
の
規
ど
ど
伽
視
す
る
形
一
ー
、

郎
通
府
県
労
働
討
に
乱
じ
て

E
E矧
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う

助一
μ
及
び
勧
告
に
伐
す
る
申

実
態
が
ふ
る

v

会
～

t
yへ
は
、
白
山
川
一
以
内
川
の
作
成
し
た

1

労
働
者
派
遣
訟
に
H
A
っ
く
首
長
一
事
川
市
C
伊
去
、

川
口
車
川
」
は
、
ぷ
の
例
止
と
も
い
う
一
」
と
が
で
き
る
し

1

中
広
存
」
〈
例
）
は
、
次
の
よ
う
内
い
う
r

派遣先に Jz，派泣）jf司o;))"' 直接舟l寸

労
働
者
派
遣
法
に
慕
づ
く
直
接
庭
用
の
指
導
、
助
言
及
び
勧
告
に
開
閉
す
る
申
告
書

原
牛
労
働
大
円

ffl 

来
尽
一
バ
働
局
長

一一、
、ノ

,_, 

f 、
＼ー

」ノ

'"" ,,,, 

二
C
C九
午
九
一
川
川
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r日J、
円問

？民
x

心
部
γ
〈
爪
い
川
］
小
石
川
二
品
目
一
一
挙
八
号

凶
」
青
者

、

、
、一

第

山
中
牛
汁
の
連
比
口

分
偶
者
派
遣
法
節
団
八
条
め
一
尽
、
第
河
九
条
の
二
第
一
ソ
に
ギ
づ
き
、
被
巾
舌
苔
G
O
O－O
株
ι公
品
川
口
に
汁
し
て
、

一
仁
川
悦
術
者
派
選
法
第
四
C
条
り
凶
の
規
定
に
よ
る
古
川
向
の
定
け
肝
心
注
い
厄
用
契
約
一
け
中
込
’
こ
を
し

ヘ
モ
げ
れ
は
な
ら
な
い
て
一
と
を
指
持
、
対
円
効
山
す
る
こ
と

あ

申
とと
円。J
時
ill 

ね
一
む
円
以
内
》
株
式
会
社
に
お
付
る
偽
肝
ム
ポ
凸
H
2期
間
制
限
造
反

戸

l
）
な
は
、
平
氏
一

τよ
七
月

刊
に
株
式
会
怜
λ

す
食
品
V
H
A
M
に
忠
市
さ
れ
、
同
日
か
ら
ギ
成
一
八
刊
九
月
一
C
日
ま
で
、
株

式
会
七
古
川
公
A

す
す
が
心
。
む
匂
株
式
会
社
mw
、
つ
請
け
向
一
つ
L

ム
ム
ム
ム
の
民
生
記
↑
ノ
つ
ン
で
働
い
て
き
ま
し
二
し

株
式
会
七
ム
マ
い
？
す
た
は
装
庄
一
7

イ
シ
心
業
識
を
説
け
白
ハ
勺
た
と
い
う
一
院
を
と
っ
て
い
ま
し
ふ
け
や
、
訟
は
、

式
会
七
の
引
い
民
と
ヨ
肝
心
し
て
働
き
、
同
社
り
れ
は
か
つ
渋
務
上
り
帰
一
ポ
を
受
け
て
い
ま
し
ゃ
～
つ
し
た
が
っ
て
、
打
払
の
航
法
ぷ

実
態
は
偽
装
訂
れ
れ
そ
の
も
の
で
、
「
／
一

v

そ
の
段
、
偽
装
背
負
に
一
付
す
る
叫
l

会
的
批
判
が
強
ま
る
ロ
で
、
株
式
会
お
す
品
交
A

背
と
白
む
C
O株
式
会
引
い
は
税
一
苛
ノ
市

主
を
一
請
負
か

h
J
J

一
川
遣
に
切
h
替
え

計
戎

八
九
つ
月
日
か
ら
、
株
式
f

一
一
品
川
川
ソ
干
す
す
た
か
ら

oomuchp式

｛，＿！，、
は

ム
六
ヰ
九
九
の
派
kv一労刷
h
A
引
こ
し
て
、
円
以
内
V
O
O株
式
公
祉
の
八
ム
ム
ム
の
史
遺
｝
フ
イ
／
で
働
い
て
い
ま
ふ
2

0

以
仁
の
と
お
り
、
広
は
、
平
成

ム
↑
寸
？
じ
万
一

は
か
ら
h
午
L
T
A
h
M
「
パ
に
わ
に
／

J

て、

実
質
的
に
は
派
遣
労
働
者
ど
し
て
、

れ
一
お
む
つ
ザ
株
式
会
社
の
ム
ム
ム
ム
心
民
法
ラ
ノ
I

J

で
被
い
て
い

制
べ
注
業
務
に
つ
い
と
労
鍛
者
一
派
遣
を
行
う
こ
こ
が

l取人法午l五日 （＇. ;o; JO c＇山日日、



派遣先に Jz，派泣）jf司o;))"' 直接舟l寸

ヘ
年
二
月
一
一
か
ら
計
惜
し
て
も
、

日
刊
沢
く
に
九
五
れ
ま
レ
ヲ
こ
の
問
、
派
遣
就
犯
の
場

で
缶
、
る
よ
う
に
な
っ

所

r
ム
一
叶
却
は
ま
っ
ん
｝
く
バ
と
で
す

J

L

h

一日v
f

つ♂
I

、、九
w
y
p

「！？」、

J

J

句

｝

『

ヰ
成
一
九
何
十
一
守
け
七
の
施
行
当
初
は
一

1
問
、
市
川
比

九
2

リ
一
リ
一

か
り
は
一
一

T
司」

り
製
μ
C
w常
時
的
に
つ

J
ζ

け
制
限
府
内
を
超
え
て
い
ま
す
。

ー
ロ
恥
入
れ
合
J
1
4
j
j
k

の

0
0
0
0
1刊
i
ハ
ム
な
れ
に
よ
る
犯
科

2 

私

、
平
成
一
午
一
月
。
日
、
む
の
c
O
O株
式
会
社
に
対
し
亡
、

な
は
、

0
0
0
C株
1
ん
会
社
の
庁
利
回
口
と
向

生
寸
の
労
働
条
件
で
、
。
－
o
n
w
O株
式
会
引
の
正
社
員
と
し
て
一
一
川
さ
れ

7
T
、
2
を
希
慢
し
ま
す
よ
う
し
の

巴
1
八、れ品川

r

川千

づきで
日

期
間
の
ど
め
な
く
［
中
川
す
る
上
う
巾
し
地
み
γ

一？
L
七
川
＼

C
G
C
C株
式
会
社
は
一
月

ル
犯
し

ハ
U
いワて

心
申
し
込
み
を
正
否
L
｝よし
z
r
J

む
む

onu株
式
会
い
れ
は
、
労
働
右
派
遣
次
第
同
ワ
タ
ふ
り
二
倍

攻
に
没
反
し
て
、
同
れ
の
ム
ム
ム
ム
の
製
造
ラ
イ
ン
て

派
遣
労
働
者
を
働
か
庁

C
い
ま
す
勺
し
ー
に
や
h
r
n

亡
、
一
心
心
む
ロ
株
式
会
社
は
、
拡
に
対
し

I
、
労
働
名
派
逃
注
札
束
川
ハ
一
一
条

の
同
心
規
定
に
よ
る
期
間
の
ど
め
の
な
い
一
専
用
契
約
の
申
込
人
釈
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
し
か

J
1
C
Cむ
む
株

式
会
計
ー
は
、
松
の
「
期
間
の
い
心
め
な
く
一
一
応
ず
る
ょ
っ
と
の
ピ

L
込
み
を
組
合
〕
て
い
ま
す
c

守
口
一
以

l
の
と
お
り
、

nvnM）

m
w
C株
式
会
社
は
労
協
4
7
↓
派
遣
法
お
問
。
久
ん
の
凶
の
五
三
L
4
昌
一
以
げ
て
い
る
の
で
、
同
は
お
同

八
年
、
第
一
円
2

の
規
定
に
よ
h
司
一
什
ー
に
川
市
事
、

助
言
L
、
。
む
G
む
い
帆
式
会
社
が
な
お
司
法
店
阿
ハ
J

弘
氏
の
凹
の
川
況
だ
に
違
反

し
て
い
る
乙
き
は
、
同
法
第
判
九
条
の
二
第
山
恨
の
見
ど
に
よ
り
河
什
に
勧
告
を
す
る
こ
と
を
中
百
九
2

る
も
の
三
す
、

)) 

よニ

(f¥l人民半、 S0 'J LJ II (2COO. S] 



r日

む
の
中
：
庁
本
国
に
あ
る
弔
五
は
、

い
お
ゆ
る
偽
装
訂
段
、
F

J
派
遣
に
官
仇
〕
に
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
民
ム
豆
一
E
J
b

偽
装
請
負
の
郊
附
を

九
日
め
｜
｜
派
直
期
山
は
伐
に
二
司
を
超
過

L
て
い
る
；
、
の
日
断
を
P
M提
と
し
て
い
る
。
ー
〆
L

か
1

1

V

川
抽
出
に
転
換
1
J

た
後
の
受
入
れ
山
川
判

J、
円問

は

年

数

か

qnム
つ
ず
で
u

の
り

り
然
の
こ
乙
一
な
が

ι，J
M
1

児一だが♂、川崎阻ん弘

抵
触
ま
で
に
は
ま
だ
殺
か
月
を
践
し
て
い
る
こ
三
か
ら

ヤ
一
対
し
ど

派
遣
停
1H
の品川～

LEzf｝行
3

た
と
、
う
車
十
九
は
な
い
。

つ
キ
ナ
り
、

現
行
法
ト
は
、
派
遣
先
か
庭
用
契
約
の
巾
込
み
か
行
う

義
務
を
負
わ
日
い
宇
奈
〆
｝
い
う
こ
こ
に
ぽ
る
。

た
し
か
に
、
偽
装
請
仏
円
か
ら
派
遣
に
転
換
し
た
場
合
、
い
拭
方
5
間
刑
判
ハ
ヤ
」
足
首
す
る
と
い
う
？
げ
一
場
を
抑
在
、

E
同
生
労
働
省
、
労
働
丹
）

は
流
用
し
て
い
る
〈
と
は
い
え
、
乙
γ
ょ
っ
し
に
遺
骨
の
結
果
、
制
限
期
間
一
ゲ
↓
仮
に
お
も
え
る
、
一
と
が
あ
っ
て
も
、
ー
派
注
目
U
4
止
の
通
知
に
が

と
い
以
μ

一
、
派
山
巴
先
に
平
吊
契
約
の
申
込
み
義
務
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
わ

一
一
川
市
何
人
約
の
申
込
み
表
務
違
反
と
い
う
、
」
と

亡
は
、
動
江
戸
は
も
と
よ
り
、
旧
作
辺
”
尚
一
斉

b
、
こ
れ
を
行
う
根
拠
ど
欠
点
＼

先
に
人
た
工
う
二
、
「
似
遥
停
止
の
局
知
が
な
さ
れ
ず
に
、
h

以
退
受
人
阿
川
聞
の
制
限
に
瓜
触

F
る
ヨ
以
後
、
も
、
労
働
者
派
員
が
行
わ
れ

て
い
る
場
台
に
は
、
ト
ぷ
茂
川
ん
事
実
七
け
じ
法
第
一
両
条
心
一
治
一
展
途
は
J

該
当
し
（
時
）
、
派
川
市
一
光
は
法
制
い
凶
つ
長
口
一
二
日
弟
一
広
茂
反

二
l

政
当
し
て
い
る
と
は
い
え
る
も
の
の
、
そ
う
し
に
場
合
に
労
働
何
が
な
し
糾
る
の
は

1

派
出
そ
人
れ
の
咋
J
H
」
り
持
帯
助
一
円
、

勧’一口に

irと
土
る
の
で
あ
ー
て
、
一
一
明
契
約
の
住
込
み
を
指
導
、

J

に
打
、
叫
目
白
ず
る
こ
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
て
レ
な
い

v

山
岸
動
九
胴
乙
し
て
こ
え
ノ
V

J

？
に
咋
告
に
な
り
組
む
こ
と
は
田
町
解
で
き
る
が
、
法
律
論
と
し
て
は
大
き
1

6

2

メ
担
が
あ
る
「
そ
う
い
わ
さ
る
を

待
な
い
の
で
為
る
。

ヨ
お
、
合
ド
に
は
1

採
用
の
口
ー
一
が
あ
り
、
私
I
仏

l
、
一
一
い
用
契
約
の
紡
ぷ
（
伊
作
用
）
J
T
強
制
で
き
L

な
い

w

J
は
論
ず
る
ま
で
ー
も
な

つ
し
た
が
f
J
J
I

－
－
一
問
契
約
の
山
申
込
v

二
合
的
も
、
そ
一
川
市
川
ヘ
的
性
俗
は
行
段
に
弘
一
令
指
等
‘
劫
門
、
同
引
ヨ
門
川
う
の
川

U
巴
を
履
行
総
保
子
一
向
日

八
小
一
法
！
の
義
務
」

ζ
L
て

べ
き
こ
と
円

l取人法午l五日 （＇. ;z; 12 c＇山日日、



十
h
h

～、
仮
い
府
防
契
約
の
咋
込
み
義
務
引
ム
派
辺
先
に
パ
7

ぃ
、
さ
ら
に
指
滑
か
、
つ
約
百
へ
と
進
ん
1

？
と
ー
い
て
も
、
「
行
政
が
と
り
伊
川
る
桁

E
は
、
最
4
4
m
M
L
い
も
の
で
も
往
名
公
表
こ
い
う
以
萱
ト
九
段
九
つ
れ
る

間
九
条
の

ム

V

、｝J
一一占

A

ハ
Jο

一
一
）
？
巾
こ
二
一
ん
1

へ、寸＃

”A

一TJ
一

J

／
1

ア
！
Y
f
J
1
r
ι

川
A
l
i
f
伊
N

円ソ
H

川り
l
／

は
淀
わ
さ
る
を
自
作
江
い
〉
一
い
う
北
川
卓
ん
は
方
に
あ
る
も
の
の
、
公
法
ー
の
義
務
乙
私
以
ー
の
義
務
／
一
で
は
や
は
り
明
暗

なり淫
J

小
あ
る

U

こ
の
こ
と
？
も
ま
た
、
牛
へ
〈
J
U

す
べ
き
で
は
人
位
い

U

ン民
同h
J：主

ιL 
c~ 
上乙
女
川

。コ
批
判
的
す金

n1 

毘
ノ、
才L
M1 
ι 
w 

')J 

的
考i

#IJ 
oコ
出

;'<, 
71 

~iJ 
、

現
行
採
定

適
用
場
面
が
狭
い
範
囲
一
山
限
ら
れ
た
百
注
入
れ
の
指
導
・
勧
告
規
定

一
読
す
る
だ
け
で
村
正
心
意
以
が
呼
慢
で
持
立
い
厄
介
な
川
崎
定
が
ん
引
を
ず
る

ー
チ
生
労
働
大
臣
は
、
ほ
山
忠
光
か
お

山
C
条
C
二
也
市

町
九
の
規
定
に
述
一
足
し
て
労
働
者
派
泣
む
没
務
の
柑
粧
品
川
ν
y
b
三
わ
て
お
旬
、
か
つ
、
中
i
f出
店
J

働
者
侃
遣
の
役
務
の
提
供
に

以
れ
る
い
派
員
労
働
者
い
か
当
該
派
最
先
に
雇
用
さ
れ
る
一
、
？
と
か
な
バ
仰
望
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

ψ
」
J
d派
足
先
に
む
し
、
第
凶
八
条
弟
項

派遣先に Jz，派泣）jf司o;))"' 直接舟l寸

の
ほ
主
に
工
し
ノ
当
該
派
巡
労
働
者
を
石
い
人
れ
る
よ
う
に
拒
導
立
は
助
一
川
を
い
た
に
7
U

か
か
わ
ら
ず
、

h
V
1
1

支一民弘：
i

トャ

u
A－一一－

、一

l
U色
ス
フ
モ
ー
オ
）

か
つ
に
〉
き
は
、
当
該
派
山
間
一
先
に
い
川
し
、
レ
I
訟
派
遣
労
白
書
1

む
一
一
い
人
れ
る
よ
う
に
勧
含
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
に
〕
同
氏
同
九

条
町
第
二
到
、
の
鋭
（
疋
が
そ
れ
で
あ
る
c

こ
れ
を
ド
一
高
間
に
絞
め
ば
、
必
派
遣
に
が
日
泳
法
受
入
れ
期
間
乞
門
以
A

一
九
ー
に
制
限
工
、
決
定
（
川
ハ
一
条
の

持苛

頃

い
迫
一
反
げ
で
一
点

逃
を
受
け
入
れ
て
お
り
、

か
〆
ノ、

mu一
一
は
遣
労
働
者
？
F
，川市出
f
I
H

九
一
一
躍
尽
さ
れ
る
ャ
～
こ
を
主
主
し
て
い
る
場
へ
一
口
に
は
、
｜
｜
ぞ
れ
ピ
け
で

｜
｜
以
法
記
に
対
し
て
派
遣
r
方
的
省
を
屈
い
人
れ
る
じ
で
よ
古
川
？
尚
一
耳
1

1

2

川
遣
す
V
こ
れ
に
従
？
む
な
か
っ
た
；
、
き
は
一
一
人
れ
の
勧
角

を
行
う
こ
こ
ま
で
が
可
能
に
仕
る
。
そ
う
ム
所
め
な
易
、
も
な
い
。

、
｝
の
よ
う
な
条
文
の
道
府
で
は

ゴ
斗
山
判
化
業
務
に
つ
い
て
辰
用
民
約
の
中
込
み
義
務
を
一
一
バ
遣
先
に
叫
す
に
当
た

J

て
、
日
以

し
か
し
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r日

造
法
上
か
な
亡
一
以
泣
一
江
か
ら
の

そ
の
丸
山
町
が
つ
か
む
い
。
え
に
み
た
J
ラ
に
、

「
派
述
伴

ιの
通
知
」

？レ
L

～のすか、

一
一
出
必
約

の
！
一
込
み
こ
か
か
わ
る
巳
沼
市
・
助
言
ま
止
は
ぬ

Z
も
、
こ
う
し
た
一
ぷ
遣
停
士
の
通
知
L

が
あ
る
こ
と
か
γ
京
民
と
す
る
も
の
と
な
っ
て

J、
円問

お
打
、
一
原
市
川
人
約
の
可
込
み
を
治
手
・
紡
奔
す
る
場
ん
じ
に
は

1

派
遣
停
止
の

F

応
対
人
y
必
吹
／
7
2
0
が
、
一
庶
↓
人
れ

そ
’
れ
が
一
小
説
、
t
い
F
1
ノ
の
で
は
、
お
よ
そ
苓
台
性
い
が
と
れ
な
い
。
↓
か
え

L
た
矛
后
か
避
け
、
つ
れ
な
い
の
て
あ
る
。

し
た
β

っ
と
、
、
」
れ
を
立
法
ミ
ス
エ
い
う
い
：
乙
は
き
わ
め
て
容
易
で
は
あ
る
も
の
の
、
パ
パ
ム
一
八
体
的
k
u円
手
－

U
4
4
に
f
」
に
る
行
政
J

勺、

止
山
手
代
何
回
一
主
決
め
込
ん
で
レ
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て

k
レ
c

庖
入
ー
れ
勧
告
を
行
う
ケ
l
ス
は
、

派
遣
一
冗
辛
い
末
、
L
と
派
遣
パ
ん
と
の

慌
で
、
派
宣
ハ
ん
の
古
ア
業
祈
ー
を
正
悦
派
遣
就
来
の
場
不
ー
ご
と
の
同
一
の
業
務
に
つ
い

C
労
倒
者
派
遣
山
パ
人
拾
が
派
告
、
1
1
入
販
慌
を
お
え
L
締

給
与
れ
る
こ
1r
が
想
定
し
雑
い
小
一
ー
、
は
、
況
に
労
働
高
派
遣
梨
約
の
松
拠
ん
も
ノ
＼
ま
た
、
派
遣
ん
事
業
4

下
七
山
泣
労
問
者
心
開
心
原
市

ノ、 ヨド刀
口 y

と約
ij・ C) 

え板
ら！~1
れな
る く

ー事
；：，本
主派
,c ＇古

j員芳
刀＇ ' 

山！こf
？巳 lえ
そを
＼：緑
ャ 続

' L 、、一
刻｜シマ，，
'i,) )) 

t丘 づか・c 凶行

0下ザ品
。うへ

るは二

史
に
勧
日
日
川
口
実
給
要
件
を
流
た
し
て
い
る
場

つ
ま
り
、

条
文
口
一
体
及
と
は
川
明
ら
か
山
川
十
八
な
旬
、

侃
遣
労
働
名
と
の
問
で
給
3

り
だ
雇

住
山
手
川
円
以
足
先
と
綿
引
ボ
｛
三
一
派
遣
契
約
も
、

川
市
契
約
も
、
去
の
い
ず
れ
も
が
既
に
央
効
し
、
事
実
上
、
労
働
者
が
派
沼
先
ご
就
業
を
榊
絞
し
て
い
る
H

寸
ぎ
は
い
状
態
に
そ
の
治
用

川
知

EJV」
阪
に
ト
ゆ
る

モ
ム
ノ
、
）
た
解
釈
運
川
村
山
が
畑
引
当
に
は
行
わ
れ
て
き
た
の
と
あ
る
c

必
お
、
通
達
が
十
竹
の
引
E
u
丈
い
続
け
て

「
い
の
た
め
、

派
遣
先
日
＼

労
鈴
寺
派
泣
契
約
い
L
L

る
校
院
が
な
い
け
で
、
派
遣
労
働
長
↓
の

出山山相ん川
f
～いか
γ
椴
続
ー
て
い
る
状
告
を
が
提
と
1

｝
て
、
以

F
の
よ
う
な
法
評
判
机
が
行
え
る
と
り
す
え
り
れ
る

ど

一
叫
月
九
ず
る
呉
川
川

の
指
防
慨
を
prい
っ
た
の
も
、
ご
う
L
て
状
況
を
念
出
に
信
く
さ
一
の
で
あ
コ
た
こ
い
え
る
ロ

コ
ー
）
派
造
労
働
名
が
派
遣
工
事
業
と
の
辰
用
契
約
七
勺
解
除
し
た
り
、
府
用
契
約
期
間
が
渦
，
J
す
る
等
派
泣
正
宇
業
、
1
2
4
0
一垣市立ー

係
ナ
μ

…
院
に
終
f
し
て
い
る
山
場
合
に
は
、
派
遣
光
と
一
け
M
桂
川
用
持
係
が
成

v
L
て
川
る
と
州
制
定
で
き
、
訴
訟
に
お
い
て
、
派
員
J
H
椴
者 ；ま

l取人法午l五日 r:'"; 14 c＇山日日、



は
、
勧
告
の
内
科
に
従
っ
た
組
問
川
関
係
の
縫
認
や
担
雫
賠
館
講
求
を
ジ
う
一
一
と
が
一
日
必
慌
で
あ
る
。

戸
口
）
派
遣
一
五
μ
議
士
J
〆
｝
の
一
履
い
同
問
一
保
守
訂
終
了
し
て
い
々
い
坊
へ
じ
で
あ
う
て
ー
へ

幻
ι
U

の
実
姉
後
い
川
柏
市
旧
労
偽
有
が
f

品
川
丸
一
元
事
業
↓
t
の

M

喧
川
い
市
凶
一
係
を
終
了
さ
L

れ
ば

イ

の
」
巧
求
？
E
u
J庁
で
あ
る

派
遣
先
乙
一
一
ぶ
遣
労
般
有
一
の
間
↑
ど
ぶ
…
手
口
一
労
般
契
約
t

ウ
成

υ
す
る
場
合
？
弘
、
本
末
は
こ
事
ー
し
た
場
ん
じ
ゃ
指
し
て
い
下
つ
。
こ
の
k

う
に
考
え
る
、
一
と
も
、
d

め
る
い
唱
は
ペ
リ
能
で
あ
ろ
う
c

2 

政
Tr
規
定

労
働
契
約
の
申
込
み
義
務
を
前
提
と
し
主
い
中
込
み
の
勧
告
規
定

ノ
。
、
A

h

」
》
つ
ー
し
よ
れ
わ
ti
引j
d

一
月
L

門
院
が
国
公
に
拠
出
し
た
派
山
ヰ
川
山
改

ι長
で
は
、
こ
の
戸
九
条
の
一
第
一
%
か
次
心
ょ
う

／＼ 
＼ノ

な
ほ
定
に
エ
の
姿
士
会J
え
る
こ
と
が
子
之
さ
れ
こ
い
る
つ

派遣先に Jz，派泣）jf司o;))"' 直接舟l寸

百
7
バ
i

川
万
聞
大
川
』
は
、
労
働
者
派
遣
（
U
役
人
心
の
必
供
セ
受
け
る
昔
日
か
次
の
科
口
勺
り
い
ず
れ
か
に
該
レ
ー
し
て
お
り
、
、
川
“
つ
、

ψ
i
該
労
働

V
宮
川
飢
山
坦
に
同
似
る
派
遣
労
働
者
か
ら
ψ
」
z
d労
働
右
派
遣
り
役
務
の
提
供

rrvけ
る
者
に
一
一
川
刑
さ
れ
る
こ
1
／
の
く
布
望
台
右
「
る
旨
の
半
山
川
が

あ
っ
た
坊
合
に
恥
い
て
、
三
一
議
労
傍
若
派
遣
の
役
併
の
悦
供
な
受
け
る
北
／
t
m
r
v
↓
一
r
M
派
遣
労
働
省
1
4

渥
ロ
ん
す
る
一
、

t
が
通
主
で
あ
る
よ
認

め
ら
れ
る
場
台
と
し
て
原
ρ

労
問
中
白
令
で
，
心
め
る
場
合
に
談
当
す
る
こ
き
は
、
は
「
↓
λ

同
労
約
者
派
遣
の
役
務
の
此
供
ー
を
交
日
る
4
T
引
に
一
村
し
、

川
」
同
派
漬
け
万
柚
何
者
に
刻
λ
J
る
労
骨
契
約
幻
山
i

込
町
内
を
ず
べ
き
こ
と
及
び
巾
一
出
労
刷
出
契
約
に
定
め
る
吋
H
K？
干
の
仙
の
厚
ヰ
労
働
名
人
い
と

4

心

め
る
労
散
条
件
を
い
い
ヨ
4

間
以
遣
r
方
的
省
の
派
遣
北
条
に
係
る
さ
一
の
に
乙
べ
て
伐

rJび
t
る
こ
亡
の
沿
い
よ
う
に
迫
切
な
ー
ら

E
を
と
る
べ
き

｝
と
を
対
）
ヨ
門
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
一
一
一
パ
引
の
川
主
た
に
迂
反
L
で
そ
の
指
揮
命
令
の

τ
に
当
設
労
般
者
一
派
遣
に
係
る
一
氏
出
労
般
若
を
川
川
条
徐
一

－
J

え
」
マ
り
い

(f¥l人民半、 c0 'l !SJ lに（2COO.S 



r日

ず
れ
か
に
必
当
ず
る
長
務
に
従
事
戸
山
、

一
凶
条
の
ご
い
h
u
く
は
い
時
四
、
U
h
告
の

仕
向

r引
の
規
ど
に
違
反
L
T
I
L
l
－
働
者
派

ぷ
は
第

遣
の
役
務
の
提
供
を
平
日
又
け
ん

5
き。

J、
円問

山」
J

前
労
刷
今
白

J

一
日
間
に
係
る
契
約
Cj一
容
及
び
主
務
の
処
汗
の
実
情
、
、
」
の
ゅ
は
ん
停
の
規
定
の
い
P
J
の
状
況
で
の
け
仙
の
事
怖
を
除
山
氏
本

L
て
第
川
〔
ハ
い
－
条
の
二
第
誌
の
川
刷
f
t汁
l

混：
K
Lリ

J

る
お
七
れ
刀
あ
る
と
認
め
る
こ
ぎ
o
t

fu
の
明
記
改
正
は
、
適
用
除
れ
業
務
へ
の
派
遣
（
四
条
＝
羽
ht一
反
）
、
弘
山
内
制
限
t

ベ
反
へ
回
心
条
の

信
一
羽
海
反
九
九
畑
、
対
計
り
e

知
d

屈
け
手
業
～
ー
か
ら
の
派
泣
一
、
』
条
の
一
一
淀
イ
反
、
ま
た
ぼ
レ
わ
ψ
る
偽
去
清
負
一
改
正
伎
の
川
一
九
条
の
二
第
二
羽
一

号
に
r
止
め
る
斗

l

ス
）
で
あ
れ
ど
、
派
遣
先
に
一
一
！
止
力
古
号
法

に
一
派
遣
ぺ
ん
に
汁
L
行
政
か
質
金
及
び
尽
用
認
M
W
L
取
慌
に
つ
レ

t
促
川
以

の
条
作
で
店
周
辺
約
を
巾
一
地
九
V
℃〈

こ
と
と
す
る
こ
と
が
浪
当
で
あ
る
」
と
し
丈
、
古
働
改
恥
審
説
会
心
謀
議
（
二

C
C
八
ふ
一
九
月
二
匹
日
）
を
そ
行
て
’
打
わ
れ
る
も
の
で
お
る
が
、

い
か
な
る
場
介
に
派
遣
光
に

一
r
U
心
支
C
一
川
よ
り
る
と
さ
れ
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
予
派
定
労
働
…
吾
ん
ど
J

府
市
す
る
こ
と
が
適
レ
！
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
、
り
終
り
は
あ
る
包
一
り
の
、
給
付
の
と
｝
ろ

百
7
4労
働
省
で
た
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
勺

~t 
議
' tま

の
白
に
つ
き
使
用
吾
代
表
安
同
一
日
”
、
つ
は
、
行
政
に
よ
る
派
遣
先
に
は
九
ず
る
雇
用
安
約
中
山
一
み
の
勧
告
に
つ
い
て
は

派
遣
売
の
υ

一
u言

に
起
闘
す
る
場
ム
円
に

何
別
的
か
っ

に
判
断

J

て
措
遣
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
民
が
あ
コ

L

ぺ
」
こ
；
が
付
記
さ
れ
、
派
法
：
だ
に
枕
玄
ま
zl
～
ば
ヂ
半
過
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
ュ
の
通
以
t

範
川
内
は
限
ぶ
さ
れ
る
と
も
聞
く
が
、
市
中
」
一

μ
匂
が
間
刑
判
制
限
J
f
受
け
な
い

ハ
業
務
幻
派
遣
ま
た
は
辿
庁
、
ヨ
請
負
と
訟
議
L
J
l
L
U

る
ぬ
ム
ロ
で
あ
っ
て
も
、

二
六
業
務
と
そ
れ
刊
か
汁
幻

業
務
、

こ
れ
が
期
間
制
限
注
反
の
笠
沼
ま
た
は
偽
弘
治
仏

J

パ
；
、
判
断
さ
れ
る
刊
当
性

l土

フT
L ま
あ 7ご
:) j,, ;j: 
、詰

ti 

iii: 
｝宣
ι 
!T! 

~ 
~u 
；ま
り

は(J: 
く

そ
の
訟
、

ユ

ザ

合

業

に

亘
s八
九
弘
一
…
失
が
あ
f
J
f
な
と
；
し
に
、
労
働
山
山
人
約

ヘ
雇
用
契
約
も
、

こ
の
よ
う
に
名
作

九
ω
か
久
、
わ
λ巳
）

の
山
中
込
み
日
間
告
を
受
け
る
と
い
っ
た
ヶ
i
ス
も
考
え
ら
れ
る

U

l取人法午l五日 f：よら； rn c＇山日日、



分
間
品
へ
約
の
H
込
み
中
一
巧
討
を
定
の
州
女
作
の
も
と
に
説
い
た
卜
で
、

そ
の
弐
務
返
反
に
対
、

J

て
労
働
九
三
約
の
町
人
日
み
と
か
か
り
る
指

手
や
紡
ι円
守
口
了
打
、
つ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
に
珂
海
で
き
る
ζ

は
い
え
、
そ
う
し
た
義
拾
を
謀
5
ず
に
効
口
の
み
を
な
し
待
る
こ
い
う

の
は
や
は
り
納
得
が
い
か
な
い

人
7
可
刀
法
改
正
で
は
、
指
量
得
・
均
一
ア
／
一
川
誌
、
ぐ
し
な
い
労
働
契
約
の
山
中
一
込
九
日
初
告
も
可
花
と
な
る

（
い
わ
九
げ
る
治
時
停
・
引
叫
丙
川
皆
一
心

夜
J

江
）
が

山
町
内
制
限
速
反
の
派
遣

つ
を
／
一
二
｛
よ
勺
、
指
導
・
助
一
弓
を
川
山
河
ζ
4
0
J

る
訪
告
胤
定
～
同
九
条
の
第
一
一
世
が

存
続
し
、
し
か
も
そ
ご
に
レ
う
指
導
勧
告
は
、
派
遣
受
人
れ
の
巾
汁
一
を
派
遣
先
に
汁
し
て
求
め
る
こ
と
を
ハ
＼
21と
す
る
と
珂
解

N
一

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
場
は
以
r
山
に
も
唱
し
て
混
記
を
向
山
、
れ
芯
い
も
の
と
な
る
じ

労
働
苔
以
を
ふ
い
の
改
U
家
に
お
い
て
は
、
ま
き
に
委
ぷ
が
ご
指
折
に
な
っ
た
偽
装
請
負
や
派
遣
期
間
制
限
に
注
f
K
L
r
h
A
返
l
h
r

対
し
て
、
%
働
必
約
宮
中
し
門
店
抗
日
」
「
お
よ
び
仕
〈
芯
？
と
の
他
の
労
働
条
咋
や
一
決

F
さ
廿
る
こ
と
（
り
は
い
上
、
っ
抗
閉
す
べ
き
こ
と
や
勧
吟

ず
る
規
定
が
盛
り
込
1
れ
C
お
り
ま
「
り
て

一ヨ
J
3
平
〈
こ
の
攻
」
一
案
の
ご
審
談
を
h
m

原
い
し
γ

れ
い
と
忠
い
ま
す
」
p

先
に
も
み
た

派遣先に Jz，派泣）jf司o;))"' 直接舟l寸

一ハリヘパ一一九
h
T

月
四
日
の
京
議
院
予
佐
川
安
同
会
で
は
、
そ
う
し
た
九
7
Y
も
弘
行
添
厚
生
リ
一
刀
的
ト
八
回
は
行
〉
ふ
と
い
う
が
、
そ
こ
に
は
判
の

山E
日
出
条
件
も
な
い

5
凶
砕
ざ
る
羽
山
制
限
違
反
や
偽
長
一
請
負
に
つ
い
て
ー
も
、
労
働
突
約
の
ピ
円
入
、
一
均
利
じ
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
一

ふ
と
つ
V

）

ユ
ザ
」
吠
え
な
い
か
ぎ
り
、

忠
一
栄
は
派
遣
や
一
南
負
の
活
用
に
い
や
で
も
消
極
的
に
な
る
一

そ
の
一
一
と
が
ん
人
約
期
間
の
短
縮
や
ひ
い
て
は
居
間
川

h
恋
く
す
る
。
規
制
強
化
に
口

機
会
の
い
宏
美
を
も
た
ら
λ
J
こ
乙
に
よ
っ
JI1

働
く
者

ぞ
う
ー
に
寸
作
用
が
あ
る
こ
ぐ
ら

に
ふ
才
A「か

1
J
τ
2
2

一。

f
t
J
i
y
l
 

第
一
ハ
九
店
主
ム
ポ
λ

主
位
三
九
門
委
員
ム
ヨ
一
山
川
町
第
ー
サ
を
参
同
ぃ

戸一1
、げ九〕弘、

同
一
時
）
は
派
司
法
の
認
正
案
に
コ
し
て

。
u 

ー中

ι
n年
四
月

六
わ
京
一
王
制
限
，
t
d
儀
委
員
人
だ
い
お
い
ご
、

u利
明
ノ
tdh
同
ノ
山

万
で
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r日

4
1守
斗
汁
、
品
川
内
、
時
的
、
bwyd
働
力
の
力
給
調
整
に
関
す
る
片
付
ポ
！
1

〆
亡
の
リ
ん
働
有
印
一
一
立
五
vl

十
い
度
の
ム
え
い
m
A
C♂JJ
山
中
幻
ん
働
者
っ
遮
河

川
ゆ
此
主
長
川
村
い
の
ぽ
f

山
中
川
る
一
～
め
♂

ι呈
ど
清
タ
ミ
匂
へ
き
E

自
の
閉
山
王
一
点
ち
い
た
r

に
い
た
J
こ
ろ
で
あ
り
三
？
と
I

J

ん
で
、
江
川
W
V自
lh一
庄
刀

苅
院
に
づ
沼
て
、
高
円

J

的
、
口
約
な
労
凶
h

川
虫
丸
山
川
一
品
登
山
山
間
一
0
4
Q
対
H
K
と
L
C
J尚
者
派
遣
事
品
川
t
E
を
日
仏
置
づ
け
る
飢
一
い
、
か
い
川
、
守
門

的
な
泊
議
、
技
術
立
た
は
経
牧
ピ
必
む

Jr台
市
務
等
心
う
λ

出
火
以
4
て
な
定
♂
主
耐
会
心
忠
克
γ

ム
閃
い
て
定
了
。
業
務
匂
寸
ル
た
き
、
山
一
中
宏
九

は
、
同
一

V工
務
一
二

J

い
て

urを
は
る
仏
7
9
訪
問
緋
絞
し
て
J

守
的
右
派
遣
ど
そ
す
て
は
な
り
げ
ゆ
い
こ
、
－
と
し

t
h
u
u
三
F
L
こ
、
兵
リ
！
山
中
米
の

提
案
五
日
合
説
3
4
二
L
i
L
V

る
川
J

H

T

五
回
同
会
仁
木
一
時
弐
V
N
崎山
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